
政府発表と全教の文科省ヒヤリングから判明

これでは学校が持たない！給特法改正案
給特法改正案は抜本的に変えさせる必要あり

教職調整額をUPするため、他の手当を削減
改正案は、現時点では、首相出席の本会議で趣旨説明を行った後、委員会審議に

入るという重要法案扱いとなっています。

注目されている教職調整額は、給特法第3条を改定し、段階的に１０％まで引き上

げるとして、2026年1月から５％とした処遇改善としては重要です。

しかし、財務省が文科省予算の中で実施することを求めているため、引き上げの

ための財源は、教職員特有の給与・手当を廃止して充てていくとしています。

・義務特別手当を1/3縮減(１.５％→１.０％) ・特別支援学校の調整額を引き下げ

・担任手当3,000円は、複式学級の他学年学級担当手当廃止で実施

・特別支援学校・学級には、担任手当は不支給

また、教職調整額の引き上げのための高校

教員のための必要額は地方財政で措置される

と、すなわち兵庫県立高校の教職員への支給

は、毎年、組合と交渉で決まることを意味し

ます。

文科省は全教とのヒヤリングで「教諭２級

の単価切り下げは考えていない」と発言して

いますが、守らせるためには運動が必要です。

長時間労働解消への具体的施策はなく、法的拘束力もなし
給特法第8条関係「教育委員会における実施の確保のための措置」では、国は

教育委員会に以下をしなさいとしています。

・長時間労働解消のための実施計画の策定・公表・計画

・実施状況の公表

・時間外在校等時間縮減の達成状況の到達結果に対する評価

文科省は、超勤縮減が進んでいないと評価された場合でも、「罰則規定がある

わけではない。法改正して終わりでなく達成状況を明確化することで、首長部

局等への理解を広げていきたい」で留まっています。

結果、国は教育委員会に、長時間勤務削減のための具体的施策を示さず、予

算もつけず、人員増もせず、「丸投げ」とした状態です。法的な歯止めもなく、

｢努力しましたが超勤縮減できませんでした｣で済まされることではありません。

長時間労働解消に必要な給特法の抜本的改正には以下3点が必須
１．残業代支給できる法改正で「定額働かせ放題」を解消
２．教職員の基礎定数改善で増員で少人数学級･持ち時間数減 の3点です。

３．教育予算の増額
改正案には教諭と主幹教諭との間に「新たな職(主務教諭)｣を新設するとして

いますが、超勤解消に繋がるわけではなく、｢定額働かせ放題」は変わりません。

改正案の問題点など詳細は以下の学習会でおこなわれます。ご覧ください。

日時 ３月２２日15:00～16:30、学習会「定額働かせ放題ってなに？」

講師 全日本教職員組合書記長 檀原 穀也さん

ZoomID 833 8156 9277 パスコード0322(学校名･お名前を表示ください)

高教組も、上のオンライン緊急署名に取り組んでいます！ 是非、ご協力ください。

高教組 HP にも UP しています。「兵庫高教組」で検索 「定額働かせ放題」解消へ向け、高教組へ入って共に行動しよう

2 月 7 日、政府は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特
別措置法（給特法）」等の一部を改正する法律案を閣議決定しました。全教(全

日本教職員組合）は、法案で見られた課題点を整理し、3 月 10 日、来年度予算
案・給特法改定法案について文科省にヒアリングをしました。そこで明らかと

なってきた改正案は、ますます学校現場を疲弊させる内容でした。


